










要約 

(1)東京都における HB ウイルス母子間感染予防事業では、昭和 60 年 6 月の事業開始以来

289,002 名の妊婦の Bs 抗原検査を実施した。62 年度の妊婦の HBs 抗原検査の受診率は約

90%と推定される。 

(2)妊婦の HBs 抗原検査にて陽性とされた 3021例のうち HBe 抗原も陽性であった妊婦から

出生した児 395 例に予防処置を実施した。 

(3)東京都立築地産院で出生し、東京都と同様の方式により HBIGと HB ワクチンの接種を受

けた HBe 抗原陽性の母親から出生した児の予防成績では 97.55%はキャリア化を免かれた。 

(4)東京都の B型肝炎母子感染予防事業により、事業開始以前には年間 202 名のキャリアが

新たに発生していたものが年間 22 例の発生へと減少したと推定された。 

(5)予防成績を更に向上させるためには、妊婦に対しては HBs 抗原検査率の向上、児に対し

ては規定の予防処置終了後の抗体価の低下の予防が重要であり、生後 1ないし 1年半での

ワクチの接種の追加が望ましいと考えられた。 


